
 

 
 

 

 

   

法務省概算要求される 

   

平成２５年度予算について法務省における概算要求がなされ

ました。本要求は文字通り概算要求でありますので，国会での討

議がなされた後でなければ決定されるものではありませんが，来

年度へ向けた法務省の施策が確認できるものとなります。 

当政治連盟におきましても，政治連盟ニュースに書かせていた

だきましたとおり，各党に対し不動産登記法第１４条第１項の地

図（以下「地図」といいます。）予算の確保を要求したところで

ありました。近年の予算におきましては，他の各予算が縮小され

る中，地図の予算が法務省施策の中におきましてもできうる限り

減少の無いよう対応していただいたものと思われます。 

詳細については以下のとおりですが，さらに詳しい情報は法務

省のホームページに掲載があります。 
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